
（2）第333号全 国 港 湾（ ）平成7年8月18日
第三種郵便物認可2020年12月15日

������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������

全
国
港
湾
第
一
三
回
中
央
委

員
会
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
九

日
（
火
）
か
ら
十
日
（
水
）
に

か
け
て
豊
橋
市
「
ホ
テ
ル

シ

ー
パ
レ
ス
リ
ゾ
ー
ト
」
に
於
い

て
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
ど

中
央
委
員
会
に
提
出
さ
れ
る
議

案
書
が
、
常
任
中
央
執
行
委
員

会
、
中
央
執
行
委
員
会
の
議
論

を
経
て
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
議
案
は
、
第
一
号
議
案

「
二
〇
秋
年
末
闘
争
の
主
な
取

り
組
み
経
過
（
案
）
」
、
第
二

号
議
案
「
二
一
春
闘
方
針

（
案
）
」
、
第
三
号
議
案
「
二

一
春
闘
要
求
書
（
案
）
」
な
ど

と
な
り
ま
す
。

二
一
春
闘
の
具
体
的
行
動
と

取
り
組
み
の
進
め
方
に
つ
い
て

は
、
二
〇
二
一
年
二
月
十
七
日

（
水
）
に
第
一
回
中
央
港
湾
団

交
を
開
催
し
、
要
求
提
出
を
行

う
。
三
月
一
日
（
月
）
か
ら
三

月
十
二
日
（
金
）
を
地
区
統
一

行
動
旬
間
と
し
、
地
区
統
一
行

動
の
節
目
と
、
ス
ト
権
の
再
確

認
、
産
別
闘
争
体
制
の
全
国
的

な
体
制
を
職
場
ぐ
る
み
で
確
認

す
る
意
味
で
、
時
期
を
見
つ
つ

全
国
一
斉
統
一
行
動
・
決
起
集

会
を
実
施
す
る
。
三
月
十
七
日

（
水
）
か
ら
十
八
日
（
木
）
を

中
央
統
一
行
動
日
と
し
、
内
外

に
港
湾
労
働
者
の
要
求
を
ア
ピ

ー
ル
す
る
行
動
や
行
政
交
渉
な

ど
を
実
施
す
る
。

産
別
制
度
要
求
と
個
別
賃
上

げ
闘
争
の
一
体
的
取
り
組
み
を

は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
春
闘
行
動

は
、
ゼ
ネ
ス
ト
な
ど
全
組
合
員

が
参
加
で
き
る
行
動
を
想
定
し

て
、
戦
術
委
員
会
、
中
央
闘
争

委
員
会
、
必
要
に
応
じ
て
港
運

同
盟
と
の
合
同
会
議
で
検
討

し
、
具
体
化
す
る
。

ま
た
、
二
一
春
闘
を
た
た
か

う
財
政
を
確
立
す
る
た
め
、
組

合
員
一
人
五
〇
〇
円
の
カ
ン
パ

を
取
り
組
む
と
し
て
い
ま
す
。

九
月
か
ら
メ
ン
バ
ー
に
新
し

く
加
わ
り
ま
し
た
多
田
で
す
。

若
輩
者
で
は
御
座
い
ま
す
が
、

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

早
速
で
は
御
座
い
ま
す
が
、

今
月
担
当
は
私
と
い
う
こ
と

で
、
私
の
趣
味
の
話
を
一
つ
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
く
。

去
る
十
一
月
三
日
に
デ
ビ
ュ

ー
六
十
六
周
年
を
迎
え
た
日
本

が
世
界
に
誇
る
大
ス
タ
ー
が
い

ま
す
。
…
と
は
い
え
、
実
在
の

人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
謂

「
ゴ
ジ
ラ
」
で
す
。

一
九
五
四
年
十
一
月
三
日
に

公
開
さ
れ
た
映
画
は
当
時
瞬
く

間
に
大
ヒ
ッ
ト
。
観
客
動
員
数

は
九
六
一
万
人
と
の
こ
と
で
日

本
映
画
史
上
で
も
上
位
に
入
る

動
員
数
と
の
こ
と
で
す
。
ヒ
ッ

ト
の
要
因
は
様
々
で
す
が
、
か

の
ビ
キ
ニ
環
礁
の
核
実
験
で
現

代
に
蘇
っ
た
太
古
の
恐
竜
（
し

か
も
水
爆
の
影
響
で
さ
ら
に
力

強
く
な
っ
て
）
が
暴
れ
ま
わ
る

中
で
、
そ
れ
を
巡
る
ヒ
ュ
ー
マ

ン
ド
ラ
マ
的
要
素
な
ど
、
原
爆

投
下
か
ら
の
戦
争
終
結
、
そ
し

て
復
興
へ
と
歩
み
を
進
み
始
め

て
い
た
戦
後
日
本
人
の
心
を
ダ

イ
レ
ク
ト
に
掴
ん
だ
の
だ
と
感

じ
ま
す
。
演
出
面
や
ス
ト
ー
リ

ー
の
深
さ
な
ど
、
二
十
一
世
紀

の
今
で
も
十
二
分
に
通
用
す
る

映
画
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
最
新
作
と
し
て
来
年
二

〇
二
一
年
五
月
に
は
ゴ
ジ
ラ
Ｖ

Ｓ
コ
ン
グ
と
い
う
映
画
が
ハ
リ

ウ
ッ
ド
製
作
で
公
開
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
す
。
コ
ン
グ
と
い
う

の
は
ア
メ
リ
カ
で
一
九
三
三
年

に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
の
怪
獣

「
キ
ン
グ
コ
ン
グ
」の
こ
と
で
、

ゴ
リ
ラ
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
怪

獣
で
あ
り
、
怪
獣
の
元
祖
と
も

言
え
る
存
在
で
す
。
日
本
に
お

い
て
は
一
九
六
二
年
に
「
キ
ン

グ
コ
ン
グ
対
ゴ
ジ
ラ
」
に
て
ゴ

ジ
ラ
と
競
演
・
対
決
を
し
て
お

り
、
そ
の
観
客
動
員
数
は
過
去

の
ゴ
ジ
ラ
シ
リ
ー
ズ
史
上
最
大

の
観
客
動
員
数
で
あ
る
一
二
五

五
万
人
を
達
成
す
る
大
ヒ
ッ
ト

を
あ
げ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ

の
怪
獣
対
日
本
の
怪
獣
の
対
決

と
い
う
こ
と
で
盛
り
上
が
っ
た

肝
心
の
対
決
結
果
は
引
き
分

け
。
来
年
五
月
の
最
新
作
公
開

に
て
再
度
の
対
決
と
な
る
今

回
、果
た
し
て
決
着
は
い
か
に
。

…
そ
の
頃
に
は
コ
ロ
ナ
が
収
ま

り
大
手
を
振
っ
て
映
画
を
見
に

行
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と

い
い
の
で
す
が
。

二
〇
一
四
年
か
ら
運
用
さ
れ

て
来
ま
し
た
全
国
港
湾
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
は
、
毎
年
度
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
を
繰
り
返
し
、
掲
載
内

容
の
充
実
を
は
か
っ
て
き
ま
し

た
。今

年
度
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で

は
、
例
年
通
り
掲
載
写
真
と
掲

載
文
書
の
変
更
・
追
加
を
行
い
、

組
合
綱
領
と
組
合
規
約
を
新
た

に
項
目
と
し
て
設
け
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
組
合
員
へ
、
速

や
か
な
情
報
伝
達
や
教
宣
活
動

の
一
環
に
な
る
よ
う
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
充
実
を
は
か
っ
て
参
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ス
マ
ホ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す

の
で
、
一
度
ク
リ
ッ
ク
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

今
号
で
は
、
全
貨
検
量
を

取
り
上
げ
、
読
み
進
め
て
い

き
ま
す
。

第
十
三
条

全
貨
検
量

輸
出
貨
物
は
、
邦
船
・
外

船
又
は
運
賃
同
盟
の
加
盟
・

非
加
盟
に
か
か
わ
ら
ず
、
す

べ
て
検
量
を
実
施
す
る
。
た

だ
し
、
対
象
貨
物
は
、
一
九

七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
十

二
月
一
日
時
点
の
各
運
賃
同

盟
の
検
量
ル
ー
ル
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

第
一
項

第
十
三
条
の
規

定
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｆ
Ｃ
Ｌ

貨
物
の
船
積
検
量
に
つ
い
て

は
一
九
九
六
年（
平
成
八
年
）

四
月
一
日
を
起
点
と
す
る
五

年
間
に
段
階
的
且
つ
出
来
る

限
り
均
等
に
削
減
し
、
六
年

目
以
降
は
船
社
の
オ
プ
シ
ョ

ン
と
す
る
。
本
項
の
発
効
日

は
一
九
九
六
年（
平
成
八
年
）

四
月
一
日
と
す
る
。

第
二
項

各
運
賃
同
盟
の

検
量
ル
ー
ル
の
変
更
に
つ
い

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
前
に

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

協
定
の
意
味
は
、
「
全
て

の
輸
出
貨
物
は
検
量
を
実
施

す
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き

ま
す
が
、
九
六
年
に
Ｆ
Ｃ
Ｌ

（
荷
主
が
コ
ン
テ
ナ
を
一
個

単
位
で
借
り
切
る
輸
送
形
態

／
大
口
貨
物
）
に
つ
い
て
は

五
年
を
か
け
て
平
均
的
に
削

減
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し

て
お
り
。
現
在
は
、
Ｌ
Ｃ
Ｌ

（
一
個
の
コ
ン
テ
ナ
に
複
数

の
荷
主
の
貨
物
を
混
載
す
る

輸
送
形
態
）
貨
物
の
検
量
は

実
施
し
て
い
る
も
の
の
、
Ｆ

Ｃ
Ｌ
は
荷
主
の
オ
ー
ダ
ー
が

あ
れ
ば
検
量
を
行
う
と
い
う

現
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
背
景
に
は
、
二
つ
の

出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
Ｅ
Ｕ

（
欧
州
連
合
）
が
全
貨
検
量

は
競
争
を
制
限
す
る
も
の
と

し
て
日
本
政
府
に
圧
力
を
か

け
て
き
た
こ
と
と
、
運
賃
同

盟
の
崩
壊
で
す
。

検
量
制
度
の
意
義
は
、
本

船
の
安
全
運
航
に
不
可
欠
な

「
貨
物
の
重
量
デ
ー
タ
を
第

三
者
が
証
明
す
る
こ
と
で
安

全
を
担
保
す
る
こ
と
」
、
並

び
に
、
「
重
量
や
貨
物
の
体

積
（
容
積
）
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
海
上
運
賃
を
正
確

に
算
出
す
る
基
礎
デ
ー
タ
を

証
明
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、

荷
主
に
ト
ン
数
や
重
量
を
ご

ま
か
さ
れ
な
い
た
め
に
、
船

社
か
ら
見
て
も
必
要
不
可
欠

な
業
務
を
担
っ
て
い
ま
す
。

運
賃
同
盟
の
起
源
は
、
海

上
輸
送
が
帆
船
の
時
代
の
風

任
せ
の
本
船
運
航
か
ら
、
汽

船
の
時
代
に
移
行
し
定
期
運

航
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
時

代
（
十
九
世
紀
半
）
に
遡
り

ま
す
。
帆
船
の
時
代
は
港
で

船
が
満
載
さ
れ
て
か
ら
出
帆

し
て
い
ま
し
た
が
、
汽
船
に

な
っ
て
定
期
運
航
サ
ー
ビ
ス

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
そ

の
使
い
勝
手
の
良
さ
の
一

方
、
船
社
は
満
載
で
な
く
と

も
定
期
に
出
帆
し
な
く
て
は

な
ら
ず
、
船
社
は
運
賃
競
争

が
満
載
で
は
な
い
時
の
運
賃

収
受
の
少
な
さ
に
頭
を
悩
ま

せ
ま
す
。
そ
こ
で
、
船
社
が

カ
ル
テ
ル
を
結
ん
で
運
賃
の

安
定
化
を
図
っ
た
の
が
運
賃

同
盟
の
始
ま
り
で
す
。
そ
の

時
に
、
体
積
と
重
量
の
高
い

方
の
運
賃
を
適
用
す
る
と
さ

れ
、
検
量
行
為
は
極
め
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
運

賃
同
盟
に
参
加
し
な
い
ア
ジ

ア
船
主
を
中
心
に
新
興
勢
力

と
な
っ
た
船
会
社
が
、
安
い

運
賃
で
攻
勢
を
か
け
、
規
制

緩
和
の
波
を
背
景
に
運
賃
市

場
を
不
安
定
に
し
、
こ
れ
が

伝
統
的
な
船
社
の
単
独
配
船

を
困
難
に
し
、
コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム
と
い
う
流
れ
に
も
な
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
背
景
と
と
も

に
、コ
ン
テ
ナ
化
の
定
着
は
、

港
で
バ
ン
ニ
ン
グ
を
せ
ず
と

も
、
メ
ー
カ
ー
が
工
場
で
積

み
付
け
、
保
険
の
発
達
も
あ

っ
て
「
第
三
者
証
明
の
機
能

が
薄
れ
て
い
く
」
時
代
へ
と

変
わ
り
、
こ
れ
が
、
欧
州
連

合
や
多
く
の
荷
主
・
船
社
が

検
量
行
為
を
限
り
な
く
削
減

す
る
方
向
に
向
か
わ
せ
ま

す
。そ
の
時
代
背
景
の
中
で
、

全
貨
検
量
協
定
は
試
練
を
迎

え
、
十
三
条
一
項
の
確
認
に

な
り
ま
す
。

こ
の
全
貨
検
量
協
定
を
巡

る
た
た
か
い
で
は
、
検
定
労

働
者
・
検
定
労
連
を
全
国
港

湾
全
体
で
支
え
、
海
事
検
定

協
会
の
事
務
所
で
全
国
港
湾

三
役
と
検
定
労
連
の
三
役
が

合
同
で
団
交
を
重
ね
る
場
面

も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

結
果
的
に
、
十
三
条
一
項

の
協
定
に
合
意
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
五
年
を
か

け
て
雇
用
の
確
保
を
進
め
な

が
ら
、
順
次
Ｆ
Ｃ
Ｌ
検
量
の

削
減
を
進
め
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
産
別
協
定
の
厳

し
い
試
練
の
一
面
が
反
映
し

た
協
定
と
も
い
え
ま
す
が
、

運
賃
同
盟
の
時
代
、
船
社
に

と
っ
て
検
量
が
必
要
不
可
欠

と
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
て

も
、
受
注
産
業
に
変
わ
り
の

な
い
検
量
行
為
も
産
別
協
定

で
「
全
貨
検
量
」
と
し
た
こ

と
に
画
期
的
な
意
義
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
組
合
側
が

職
域
・
業
域
を
確
固
た
る
も

の
、
し
か
も
全
量
を
対
象
と

し
て
確
認
し
た
こ
の
意
義

は
、
他
の
港
湾
作
業
の
課
題

に
も
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意

味
で
、
第
十
三
条
全
貨
検
量

協
定
の
意
義
は
今
も
生
き
続

け
て
い
る
こ
と
を
正
面
か
ら

受
け
止
め
た
い
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
回
は
、
新
港
湾
労
働
法

施
行
（
一
九
八
九
年
）
後
の

港
湾
労
働
者
に
よ
る
作
業
、

第
十
五
条
常
用
港
湾
労
働
者

派
遣
制
度
、
第
十
六
条
そ
の

他
の
雇
用
安
定
制
度
に
進
み

ま
す
。

中
央
委
員
会
予
告

中
央
委
員
会
予
告

コ
ロ
ナ
対
策
を
は
か
り
、
二
月
開
催

Ｈ
Ｐ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

Ｈ
Ｐ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

港湾産別協定⑰港湾産別協定⑰
第三章・第十三条第三章・第十三条
全貨検量全貨検量

～世界の“GODZILLA”～～世界の“GODZILLA”～
リレー随筆リレー随筆


